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職 員 調

(令和７年８月31日現在)

整理

番号
職 名 氏 名 事務分担 住 所 勤務年数 摘 要

１ 所長 若月 伸隆 総括 □□□ □年□月
経済産業部兼務
東部地域局兼務
出納員(代決者)令和□年□月□日

２ 次長 羽切 圭 総括補佐 □□□ □年□月
出納員：令和□年□月□日

通算年数：□年□月

（消費者行政班）

３ 班長 渡邉 敏男 班総括 □□□ □年□月 賀茂広域消費生活センター兼務

４ 主査 鈴木かなえ 消費者行政 □□□ □年□月 賀茂広域消費生活センター兼務

５ 主査 小倉 佑子 消費者行政 □□□ □年□月 賀茂広域消費生活センター兼務

６ 主事 若杉 彩香 消費者行政 □□□ □年□月 賀茂広域消費生活センター兼務

主任

(兼)
田中 瑞希 商品テスト 本務：環境衛生科学研究所

（労政班）

７ 班長 森上 明彦 班総括 □□□ □年□月
労働委員会事務局兼務

会計事務職員：令和□年□月□日

通算年数：□年□月

８ 主任 鈴木 正章 労政 □□□ □年□月 再任用

９ 主任 海野 一郎 労政 □□□ □年□月 再任用

10 主任 柿下 雅嗣 総務 □□□ □年□月
会計事務職員：令和□年□月□日

通算年数：□年□月

平均年数 ２年７月 （本務職員のみ）
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会計年度任用職員

（令和７年８月31日現在）

整理

番号
氏 名 事務分担 住 所 勤務年数 摘 要

１ 諸星 雅和 県民相談 □□□ □年□月

２ 西川 洋子 県民相談 □□□ □年□月

３ 髙田 章 県民相談 □□□ □年□月

４ 古谷 ふさ子 不当取引指導 □□□ □年□月

５ 植田 千絵里 不当取引指導 □□□ □年□月

６ 土屋 長子 消費生活相談 □□□ □年□月

７ 尾﨑 保子 消費生活相談 □□□ □年□月

８ 関 隆之 商品役務改善監視 □□□ □年□月

９ 鈴木 快一郎 労働相談 □□□ □年□月 労働委員会事務局兼務

10 眞野 幸子 労働相談 □□□ □年□月 労働委員会事務局兼務

11 米山 陽子 事務補助 □□□ □年□月
会計事務職員：令和□年□月□日

通算年数：□年□月

12 土屋 好子 統計調査事務補助 □□□ □年□月 任用期間：R7.7.1～R7.7.30
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職員の年齢調

（令和７年８月31日現在）

年 齢 人 員 摘 要

２０歳未満 ０人

２０歳以上３０歳未満 １人

３０歳以上４O 歳未満 １人

４０歳以上５０歳未満 １人

５０歳以上５６歳未満 １人

５６歳以上６１歳未満 ３人

６１歳以上 ３人 うち、２人暫定再任用職員

計 １０人 平均年齢 ５１．０歳
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健康管理

１ 前年度受診状況

（注）１ 前年度末日現在在籍している職員について記載する。

２ 受診率算定に当たっては、休職・特休中、育休・産休・妊娠中、治療中及び海外派遣中等の

職員は、算定の対象から除く。

２ 本年度在籍者の健康管理区分結果

区 分 内 容
(1) 未受診の理由

受 診 状 況
受診者数 10人

職 員 数 10人

受 診 率 100.0％

県平均受診率 100.0％

健 康 管 理 区 分 人 数
(1) 管理区分Ａ～Ｃ２該当者

に対する措置状況

(2) 未区分の理由

ア 産 休 ・ 育 休 人

イ 新 規 採 用 １人

ウ 自己都合による未受診 人

エ そ の 他

（ ） 人

Ａ
休養のため必要な期間、勤務を休止させ

る。
人

Ｂ１
勤務時間を短縮し、時間外、

休日、宿日直勤務及び長期又

は遠方への出張をさける。ま

た、必要に応じ勤務場所、勤

務内容の変更を行う。

要 治 療 人

Ｂ２ 要経過観察 人

Ｃ１
勤務をほぼ平常に行ってよいが

症状によっては、時間外、休

日、宿日直勤務及び長期又は

遠方への出張等勤務に制限を

加える必要がある。

要 治 療 人

Ｃ２ 要経過観察 人

Ｄ１

平常の勤務でよい。

要 治 療 ４（４）人

Ｄ２ 要経過観察 ２（２）人

Ｄ３ 医 療 不 要 ３（３）人

区 分 者 計 ９(９)人

未 区 分 者 数 １人

合 計 １０(９)人


